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○令和６年度八王子市私道整備事業補助金交付要綱（平成14年4月1日施行） 

平成14年４月１日施行 

 改正 平成15年４月１日 平成16年４月１日  

   平成17年４月１日 平成18年４月１日  

   平成19年４月１日 

平成21年４月１日 

平成23年４月１日 

平成20年４月１日 

平成22年４月１日 

平成24年４月１日 

 

 

 

 

 平成25年４月１日 

平成27年４月１日 

平成29年４月１日 

平成31年４月１日 

令和３年４月１日 

令和５年４月１日 

平成26年４月１日 

平成28年４月１日 

平成30年４月１日 

令和２年４月１日 

令和４年４月１日 

令和６年４月１日 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、私道を整備する事業（以下「私道整備事業」という。）に対して、予算の範囲

内で市が交付する補助金について、「補助金等の交付の手続き等に関する規則」（昭和35年５月16

日規則第19号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、「私道」とは、道路法（昭和27年法律第180号）第３条に規定する道路

以外の道路で、道路敷きが私人の所有（一部公道を含む場合も該当）に属し、かつ、常時一般の交

通の用に供しているものをいう。ただし、原則として都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条

による団地内私道は除く。 

 

（交付対象事業） 

第３条 補助金を交付する私道整備事業は、路面舗装工事及び路面排水工事とし、次の各号に掲げる

もので、私道の所有者の同意を得たものとする。 

ア 私道の両端が公道に接続し、幅員が２メートル以上あること。 

イ 私道の一端が公道に接続している延長20メートル以上の袋小路で、幅員が４メートル以上あ

り、３戸以上の住宅が使用していること。 

ウ ア又はイのいずれかに該当する、路面が未舗装及び著しく破損し使用に支障のあるもの。 

エ その他市長が公益上特に必要と認めたもの。 

２ 事業予定地が申請日を起算日とし、３年以内に公共下水道事業・区画整理事業の施行予定地に指

定されている区域は該当しない。 

 

（交付対象者） 

第４条 前条の規定による私道整備事業を行う者（以下「事業者」という。）に対し、次条に規定す

る補助金を交付するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、事業者は、すべての事業者を代表して事前審査申請、交付申請及び補

助金の請求等に関する事務を取り扱う者（以下「申請者」という。）を互選により選任しなければ

ならない。 

 

（交付の額等） 

第５条 事業者に対して交付する補助金の額は、市長が別に定める算定基準により算出して得た額

に、消費税に相当する額を加算した額（以下「補助基本額」という。）の80パーセントとする。た

だし、第８条の規定により事業者が交付申請した工事費精算額（以下「工事費精算額」という。）

が補助基本額を超えないときは、工事費精算額の80パーセントとする。なお、算出した補助金の額

に千円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。 

２ 前項の補助金の交付限度額は300万円とする。 
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（事前審査） 

第６条 申請者は、私道整備事業事前審査申請書（第１号様式（様式略））に私道整備事業者一覧表

（第２号様式（様式略））以下（１）～（６）の書類を添えて市長に申請し、事前審査を受けなけ

ればならない。なお、第２号様式および以下（４）～（６）については署名によらなければならな

い。 

（１） 案内図（住宅案内図） 

（２） 平面図（事業者名を記入した略図） 

（３） 公図の写し（地図証明書）及び整備をする私道 

の登記簿謄本（登記事項証明書） 

（４） 誓約書（暴力団でないことの宣誓） 

（５） 同意書(第３条に規定する、事業者以外の利害関係人がいる場合) 

（６） 承諾書(当該工事により、近隣に影響を及ぼすおそれがある場合) 

２ 前項による申請期間は、原則として令和６年(２０２４年)４月１日から同年１２月２７日までと

する。 

３ 前項の規定による申請があったときは、市長は書類等の審査及び現地調査を行い補助金交付対象

事業の適否を決定し、私道整備事業事前審査の結果について（第３号様式（様式略））により申請

者に通知する。 

４ 前項の規定により事前審査の適合通知を受けた後に、事前審査申請書の内容に変更を生じたとき

は、申請者は、速やかにその旨を市長に届け出て市長の指示を受けなければならない。 

（工事請負契約の締結等） 

第７条 申請者は、前条第３項の規定により事前審査の適合通知を受けたときは、速やかに八王子市

競争入札参加資格者から市内の工事施工業者を選定しなければならない。 

２ 申請者は、工事請負契約にあたり、その内容について市と協議しなければならない。 

３ 工事施工業者は、八王子市設計基準等に基づいて市及び申請者と十分協議を行ない設計、施工す

ること。 

 

（交付申請） 

第８条 前条の規定による工事が竣工したときは、申請者は、私道整備事業補助金交付申請書（第４

号様式(様式略)）に次の各号に掲げる図書を添えて、原則として令和７年（２０２５年）２月２８

日までに市長に申請しなければならない。 

(１) 私道整備工事請負契約書（写） 

(２) 工事費精算内訳書 

(３) 工事精算図（案内図・平面図・構造図等） 

(４) 工事現場写真（工事記録を明示したもの） 

(５) その他市長が必要と認める書類 

 

（交付決定） 

第９条 市長は、申請者から前条の規定により交付申請を受けたときは、私道整備事業の内容等を審

査する。 

２ 前項の規定による審査の結果、適当と認めたときは、交付すべき補助の額を決定し、申請者に通

知する。 

３ 前項の規定による交付決定に際し、必要により条件を付すことができる。 

 

（補助金の請求等） 

第10条 申請者は、前条第２項の規定による補助金を市長が指定する方法により、交付決定の通知が

あった日から10日以内に市長に請求するものとする。 

２ 前項の規定により補助金の適法な請求を受けたときは、30日以内に申請者の指定する場所に支払

うものとする。 
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（施設の維持管理） 

第11条 事業者は、私道整備事業により整備した私道について、常時一般の交通の用に供するよう、

適正な維持管理を行わなければならない。 

 

（補助金の返還） 

第12条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の一部又は全部を返還しなければ

ならない。 

(１) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(２) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(３) 補助金の交付決定の内容及び通知に付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなか

ったとき。 

(４) 前３号のほか、規則及び他の法令並びにこの要綱に違反したとき。 

 

（関係図書の保存） 

第13条 申請者は、補助金に係る図書を令和１２年（２０３０年）３月３１日まで保存しなければな

らない。 

 

（事業の施行） 

第14条 私道整備事業の円滑な執行のために、別紙「八王子市私道整備事業補助金交付の流れ」を定

める。 

 

（施行細目） 

第15条 その他、この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 
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附 則 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


